
「ふじのくに防犯まちづくり行動計画(案)」に係る県民意見提出手続の結果 

 

１ 募集期間 
平成26年２月５日（水）から２月20日（木）まで 

 
２ 意見提出状況 

提出方法 郵 便 ＦＡＸ 電子メール その他 合 計 

人数 １ ０ ２ ０ ３ 

意見件数 ３ ０ ２ ０ ５ 

 

３ 意見の要旨及び意見に対する県の考え方 

別紙のとおり 



意見要旨及び意見に対する県の考え方 

意見要旨 意見に対する県の考え方 

○ これまでの行動計画には「子ども・女性・高齢者等
社会的弱者の安全確保」として記載されているが、新
たな計画では「社会的弱者」の文言がかかれていない。
計画には障害者等についての記載もあるため「社会的
弱者」との文言が必要ではないか。 
これについて削除した意図を伺いたい。 

◇ 計画を策定するなかで「男女共同参画社会を推進する県として、女性をいつまでも社会的弱
者と表現することが適切であるか」との御意見をいただきました。 
そこで、男女共同参画の所管課も交えて協議したところ、男女共同参画思想の啓発が進むに
つれ、性差による女性への不利益な扱いは以前より改善していること、そもそも防犯の行動計
画の中で使用する「弱者」は「犯罪のターゲットになりやすい」との意味で使われていること
から「社会的弱者」の文言を削除しました。 
なお、「子ども・女性・高齢者等」の「等」には、同じく「犯罪のターゲットになりやすい」
障害者や外国人県民なども含めて考えています。 

○ 最重点項目として「子ども・女性・高齢者等の安全
確保」を掲げることは大変良いことであると思うが、
この最重点項目を「人材育成」、「環境づくり」、「情報
提供」の３本柱が実現する形になっているのか。 

◇ 行動計画は有識者懇談会における提言を基に策定したものであり、人材育成については「10
年先の子ども・女性・高齢者等の安全確保を見据えた人材育成」、環境づくりについては「子ど
も・女性・高齢者等を狙った犯罪が起きにくい環境づくり」、情報提供については「子ども・女
性・高齢者等に対する地域における見守り力の向上のための情報提供」を主眼としています。 
そこで、第４章、各施策の柱前文に以下の文言を追加・修正することとします。 
・P25「１ 人材育成」前文４段落目 
『加えて 10 年先の子ども・女性・高齢者等の安全確保を見据え、…』 
・P29「２ 環境づくり」前文２段落目 
『若い世代を取り込んだ防犯に関するネットワークのを構築し、子ども・女性・高齢者等を
狙った犯罪が起きにくい環境づくりを推進します。』 
・P35「３ 情報提供」前文３段落目 
『また、子ども・女性・高齢者等に対する地域における見守り力を向上させるため…』 

◇ 「環境づくり」の施策に、「高齢者」に関する文言がありませんが、防犯まちづくり県民会議
の構成団体には子ども・女性・高齢者等に関する団体も多数参加しています。 
そこで、P30 番号２１５「(11)防犯まちづくり県民会議の活動促進」の内容文に以下の文言
を追加することとします。 
・『…構成団体との連携を強化し、子ども・女性・高齢者等の関係団体及び事業者・企業との協
働による防犯まちづくりを促進します。』 

（別紙） 



 
意見要旨 意見に対する県の考え方 

○ 県が取り組む施策・事業は良くわかった。 
しっかりと目標達成に向けてがんばってほしい。 

◇ 県では全部局による「防犯まちづくり庁内推進本部」を設置し、行動計画の進捗状況等の評
価を行っています。 
これにより全庁を挙げて総合的かつ効果的に計画の推進が図られるよう努力していきます。

○ 「具体的な推進事項」における施策項目にも通し番
号をつけたほうが見やすいのではないか。 

◇ 「施策項目」及び「数値目標」に番号を加えるとともに、施策項目数、事業数、数値目標数
を明記することとします。 

○ 「体験型防犯講座」の具体的内容を知りたい。 ◇ 「体験型防犯講座」とは、子どもが犯罪に遭わないための知識や、万が一犯罪に遭遇したと
きに自分の身を守る方法を実際に体験しながら学ぶことで、子どもたちが犯罪に巻き込まれな
いよう自衛心を養い、防犯意識の高揚を図るものです。 
対象：小学生 
講師：静岡県防犯まちづくりアドバイザー 
内容：すれちがい訓練、キッパリ断る訓練、大声を出して助けを呼ぶ訓練、走って逃げる

訓練など、実際に体を動かした訓練を実施 
なお、実施状況等については、県くらし交通安全課ホームページに掲載しています。 
（「しずおか防犯」で検索） 

 


